


【問題】次の文章を読んで、後の設問に答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設問】 

 筆者は下線部において「中国の伝統に生きた人にとって法律（Gesetz）は解りやすいが

法・権利（Recht）は解りにくい概念であった」と述べている。訴訟のあり方の違いを例

にして、①西洋における「法」の概念がどのようなものであるのか、そして、②中国にお

いてそのような「法」の概念がなぜ理解されにくいのか、について、あなたの言葉で説明

しなさい。（1,200 字以内） 

 

－文章略－ 

 

（滋賀秀三「中国法文化の考察－－訴訟のあり方を通じて－－」法哲学年報 1986(1987

年) 

＊出題の都合上、本文の一部および脚注は省略した。


